
地域密着型サービス事業者の指定に係る公募について 

 

 

 

１ 事業概要 

（１）事業名 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

（２）事業内容 

 （基本方針） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時

通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上

の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができる

ようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復

を目指すものであること。 

  

（提供するサービス） 

① 定期巡回サービス 訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行

         う日常生活上の世話 

② 随時対応サービス あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環

         境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等か

         らの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問

         介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否

         等を判断するサービス 

③ 随時訪問サービス 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基

         づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日

         常生活上の世話 

④ 訪問看護サービス 看護師等が医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問

         して行う療養上の世話又は必要な診療の補助 

（注）一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から④までのサ

ービスを提供する事業であり、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業は、①から③までのサービスを提供する事業である。 



（人員基準） 

オペレーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提供時間帯を通じて１以上 

・１人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、 

准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員である

 こと。 

・その他は、利用者の処遇に支障がない場合、３年

 以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を

 有する者とすることが可能。 

・専従（利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能、 

また、夜間、深夜、早朝は、施設等が併設されて

 いる場合に当該施設の職員をオペレーターとする

 ことが可能。）であること。 

定期巡回サービス 必要数 

随時訪問サービス 提供時間帯を通じて１以上 

訪問看護サービス（※） 

 

 

 

保健師、看護師又は准看護師 

常勤換算方法で2.5人以上（うち、１以上は、常 

勤の保健師又は看護師） 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

適当数 

管理者 

 

専従かつ常勤であること（利用者の処遇に支障が 

ない場合は兼務可能。）。 

（注）訪問看護サービスの人員基準については、一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。 

 

（設備基準） 

・必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

・次の機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならな

い。 

*利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器（ただし、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、適切に利用者の心身の情報を蓄

積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報



を常時閲覧できるときは不要。） 

*随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器 

*利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器（ただし、利用者が適

切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合はこの限りでな

い。） 

 

（運営基準） 

①  基本取扱方針 

・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われるとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービ

スについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものと

し、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるものであ

ること。 

・ 事業者は、提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行う

とともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、

常にその改善を図らなければならないこと。 

 

②  具体的取扱方針 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその

居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとすること。 

・ 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者、

定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に

対し、適切な相談及び助言を行うものとすること。 

・ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行

うものとすること。 

・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維

持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。 

・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及

びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、

適切な指導等を行うこと。 



・ 特殊な看護等を行ってはならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行うものとすること。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医

学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供

を行うものとすること。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預か

る場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の

対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする

こと。 

 

③  主治の医師との関係 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師は、

主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な

管理をしなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の

開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービ

スの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならないこ

と。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を担当する医療機関である場合にあっては、上記にかかわらず、主

治の医師の文書による指示並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載

をもって代えることができること。 

※訪問看護サービス利用者のみ適用 

 

④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成 

・ 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定

期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための

具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期



巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成

されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。

ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における定期巡回・随時

対応型訪問介護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に位

置付けられた定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時にかか

わらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の心身の状況を踏まえ、

計画作成責任者が決定することができる。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師又は准看護師

が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、作

成しなければならないこと。 

・ 常勤看護師等は、訪問看護サービスに係る記載について、必要な指導及び

管理を行うとともに、利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対する必要な協

力を行わなければならないこと。 

・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならないこと。 

・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際

には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければ

ならないこと。 

・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、計

画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとするこ

と。 

・ 看護師等は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を

記載した訪問看護報告書を作成しなければならないこと。 

・ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行

わなければならないこと。 

 

⑤ 管理者等の責務 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなけれ

ばならないこと。 



・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命

令を行うものとすること。 

・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整、サービスの内

容の管理を行うものとすること。 

 

⑥ 勤務体制の確保等 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の

体制を定めておかなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によ

って定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただ

し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を利用者に提供する体制を構築しており、他の

指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所との密接な連携を

図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果

的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がな

いときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、

定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービスの事業の一部

を、他の訪問介護事業所等との契約に基づき、訪問介護事業所等の従業者

に行わせることができること。 

・ 上記にかかわらず、午後６時から午前８時までの間に行われる随時対応サー

ビスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内に

おいて、複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基

づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図り、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることがで

きる。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 



 

⑦ 地域との連携 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービスの提供に当たっては、

利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの

職員、有識者等により構成される「介護・医療連携推進会議」を設置し、

サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用

者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。 

 

⑧ その他 

・ 上記の他、運営に関する基準について、地域との連携、内容及び手続きの説 

明及び同意、提供拒否の禁止等について、夜間対応型訪問介護等と同様の規 

定を設ける。 

（注）訪問看護サービスに関する運営基準については、一体型定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。 

 

（連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と訪問看護事業者との連携） 

・ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する指定訪問看護の提供を行う

指定訪問看護事業者と連携をしなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は前項の規定に基づき連携を行う

指定訪問看護事業所（以下「連携指定訪問看護事業者」という。）との契約

に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、以下の事項について必要な

協力を得なければならない 

① 利用者に対するアセスメント 

② 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

③  医療・介護連携推進会議への参加 

④ その他必要な指導及び助言 

⑤ その他の基準 参酌すべき基準 

 



２ 参加資格要件 

  本公募に参加することができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者

とする。 

（１）介護保険法第７８条の２第４項９号のいずれにも該当しない者であるこ

と。 

（２）本事業の実施に必要な人員及び設備等を確保するとともに、本事業の開

始当初から安定したサービスを提供することができる体制を整備するため

の十分な能力及び経験を有していること。 

 

３ 事務担当 

  米子市福祉保健部長寿社会課 

   〒６８３－８６８６ 鳥取県米子市加茂町一丁目１番地 

   電    話 （０８５９）２３－５１５６ 

   ファクシミリ （０８５９）２３－５０１２ 

 

４ 本公募への参加方法 

（１） 次に定めるところにより、必要書類を市長に提出しなければならない 

提出期限 平成２４年４月６日（金）午後５時まで 

   ※（２）イに掲げる質問書の提出期限は、平成２４年４月３日（火）午

後５時までとする。 

（２）提出書類 

ア 参加希望申立書（様式第１号） 

イ 質問書（様式第２号） 

   ※ 質問がない場合は、提出することを要しない。 

ウ 事業計画書（様式第３号） 

エ 勤務形態一覧表（様式第４号） 

 オ その他 

（ア）事業所等の所在地及び名称や実施地域（予定）などを記載した「別

添図面」 

（イ）個人情報保護及び情報開示、非常災害への対策と緊急時の対応方針、

苦情処理体制、職員研修実施方針についての整備済要綱等 

（３）提出方法 米子市福祉保健部長寿社会課に持参すること。 

 



５ 選定方法 

４による必要書類の提出後、プレゼンテーションを実施し、次に掲げる項

目に着眼して選考委員会において総合的に審査する。 

（１） 着眼点 

ア 基本理念の具体性 

イ 人員体制 

ウ 実施地域（規模）等 

エ 各提供サービスについての具体的な取り組み 

オ 必要な通信機器等 

カ 対象利用者のうち中重度者への対応及び近隣地域への展開 

キ 医療との連携 

ク 地域との連携 

ケ 事業計画 

コ 個人情報保護及び情報開示への取組 

サ 非常災害への対策と緊急時の対応方針 

シ 苦情処理体制について 

ス 職員研修実施方針について 

（２） プレゼンテーションの日時及び場所 

ア 日時 平成２４年４月９日（月）午後 

イ 場所 米子市役所５階第２会議室 

ウ 制限時間 は３０分間 

エ その他 

（ア）パワーポイントを使用する場合は、各自パソコンを持参するこ

   と 

（イ）開始時間(順番)は、後日連絡する。 

 

６ 失格条項等 

  本公募の参加者が次の各号のいずれかに該当した場合は、選考委員会にお

いて審査の上、当該参加者が行った提案を全て無効とする。 

（１）本公募において提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、

この公告に示した提出方法及び提出期限を守らなかったとき。 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

（３）２の（１）及び（２）に該当したとき。 



（４）提出書類作成要領に定められた以外の手法により、選考委員会の委員及

び関係者に対し、本公募に対する援助を直接的又は間接的に求めたとき。 

（５）正当な理由なく提出書類を提出しなかったとき。 

（６）プレゼンテーションに参加しなかったとき。 

 

７ その他 

（１）本公募への参加に係る費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出書類の作成のために米子市から受領した資料等は、米子市の承諾を

得ないで公表し、又は使用してはならない。 

（３）提出された書類は、参加者に無断で本公募の目的以外の目的に使用しな

い。 

（４）提出された書類は、返却しない。 

（５）提出された書類について、米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例

第２２号）の規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合があ

る。 

（６）本公募の提出書作成の詳細は、提出書類作成要領を参照すること。 

（７）米子市では、「第５期米子市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

（平成２４年度～平成２６年度）」に基づき、介護保険施設の整備を進めて

おり、本公募は、介護保険制度において市が事業者指定を行うサービスと

して位置付けられた「地域密着型サービス」を整備するために行うもので

ある。 

   また、本公募は、平成２４年４月１日施行となる介護保険法（平成９年

法律第１２３号）第７８条の１３第１項の規定に基づき行うものであり、

同項の規定による公募指定の有効期間等は、次の表に定めるとする。 

   なお、本公募による指定以外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者の指定は、行わない。 

 

 

 

 

 

 



地域密着型サービスの種別 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業所指定予定数 ５事業所を上限とする。 

市町村長指定期間 
平成２４年４月１日から平成３０年３月

３１日まで 

市町村指定区域 米子市の区域 

 


